
議案第６６号 

 

新座市放課後児童保育室条例の一部を改正する条例 

 

新座市放課後児童保育室条例（平成７年新座市条例第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑵ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 



改 正 後 

 

（入室の申請） 

第５条 ［略］ 

 

 

 

（保育時間） 

第７条 保育時間は、児童の放課後から午後７時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認め

るときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。 

 

 

２ ［略］ 

 

（保育料） 

第９条 ［略］ 

２ ［略］ 

 

 

 

 

別表第２（第９条関係） 

新座市放課後児童保育室保育料基準表 

保護者の属する世帯の区分 保育料の額（児童１人当たり月額） 

Ａ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による

被保護世帯（単給世帯を含む。） 

０円 

Ｂ Ａ階層を除く市町村民税非課税世帯 ０円 

Ｃ Ａ階層を除く市町村民税

の所得割の額の区分が次 

の区分に該当する世帯 

（市町村民税の均等割の 

額のみの課税世帯を含 

む。） 

５，０００円未満 ３，０００円 

Ｄ ５ ， ０ ０ ０ 円 以 上 

５０，４００円未満 

５，０００円 

Ｅ ５０，４００ 円以上 

１５６，６００円未満 

８，０００円 

Ｆ １５６，６００円以上 １２，０００円 
 

備考 

１ この表において、「市町村民税非課税世帯」とは、保護者及び当該保護者と同一の世帯に

属する者が、市町村民税を課されない者である世帯をいう。 

２ この表において、「所得割の額」とは地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第２号に規定する所得割（同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。）の

額（同法第３１４条の７から第３１４条の９まで並びに附則第５条第３項、附則第５条の４

第６項、附則第５条の４の２第６項、附則第５条の５第２項、附則第７条の２第４項及び第 

５項、附則第７条の３第２項並びに附則第４５条の規定を適用しないで計算した額をいう。） 

をいい、「均等割の額」とは同法第２９２条第１項第１号に規定する均等割の額をいう。た

だし、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があった場合は、その額を所得割の額又

は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 

３ 所得割の額を算定する場合には、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が、市町

村民税の賦課期日現在において指定都市（地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市を

いう。以下この項において同じ。）の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を

当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなすものと

する。 

４ 保育料の額は、４月分から８月分までにあっては前年度分の市町村民税の所得割の額及び

均等割の額により、その他の月分にあっては当該年度分の市町村民税の所得割の額及び均等



改 正 前 

 

（入室の申請） 

第５条 ［略］ 

２ 保護者が保育時間を延長して児童の保育を受けさせようとするときは、市長に申請し、保育時間

の延長の決定を受けなければならない。 

 

（保育時間） 

第７条 保育時間は、児童の放課後から午後６時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認め

るときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。 

２ 第５条第２項の規定により保育時間の延長の決定を受けた場合の保育時間は、土曜日を除き児童

の放課後から午後７時までとする。 

３ ［略］ 

 

（保育料） 

第９条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 前２項の規定にかかわらず、第５条第２項の規定により保育時間の延長の決定を受けた場合（保

護者の属する世帯が別表第２に規定するＡ階層及びＢ階層に該当する場合を除く。）に加算する保

育料は、児童１人当たり月額１，０００円とする。 

 

別表第２（第９条関係） 

新座市放課後児童保育室保育料基準表 

保護者の属する世帯の区分 保育料の額（児

童１人当たり月 

額） 

Ａ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯（単給世

帯を含む。） 

０円 

Ｂ Ａ階層

を除き

前年分

の所得

税非課

税世帯 

前年度分の市町村民税非課税世帯 ０円 

Ｃ１ 前年度分の市町村民税のうちの均等割のみの課税世帯（所得 

割非課税世帯） 

２，０００円 

Ｃ２ 前年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が５，０００円 

未満の世帯 

３，０００円 

Ｃ３ 前年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が５，０００円 

以上の世帯 

４，０００円 

Ｄ１ Ａ階層

を除き

前年分

の所得

税課税

世帯 

課税額が１，５００円未満の世帯 ５，０００円 

Ｄ２ 課税額が１，５００円以上３０，０００円未満の世帯 ６，０００円 

Ｄ３ 課税額が３０，０００円以上９０，０００円未満の世帯 ７，０００円 

Ｄ４ 課税額が９０，０００円以上２３３，０００円未満の世帯 ８，０００円 

Ｄ５ 課税額が２３３，０００円以上５０３，０００円未満の世帯 ９，０００円 

Ｄ６ 課税額が５０３，０００円以上の世帯 １０，０００円 
 

備考 

１ Ｂ階層における「市町村民税非課税世帯」とは、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属

する者が、市町村民税を課されない者（保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が、

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方

税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この項及び備考第４項において「旧地方税法」とい

う。）第２９２条第１項第１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていな

い者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母

となった女子であって、現に婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた場合に旧地方税法第２９５条第１項（第

２号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）の規定により市町村民税が課されない



割の額により算定するものとする。 

５ Ｃ階層からＦ階層までの世帯において、当該世帯から児童が２人以上入室している場合の

第２子以降の児童に係る保育料の額は、それぞれ当該階層に掲げる額の２分の１とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



こととなる者及び旧地方税法第２９２条第１項第１２号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚

した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを

「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた場合に旧地方税法

第２９５条第１項の規定により市町村民税が課されないこととなる者を含む。）である世帯

をいう。 

２ Ｃ１階層における「均等割」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割の

額をいい、Ｃ１階層からＣ３階層までにおける「所得割」とは、同項第２号に規定する所得

割（同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。）（この所得割を計算する場合に

は、同法第３１４条の７から第３１４条の９まで並びに附則第５条第３項、附則第５条の４

第６項、附則第５条の４の２第６項、附則第５条の５第２項、附則第７条の２第４項及び第

５項、附則第７条の３第２項並びに附則第４５条の規定は適用しないものとする。）の額を

いう。 

なお、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の

額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 

３ Ｃ１階層からＣ３階層までにおいて所得割の額を算定する場合には、保護者又は当該保護

者と同一の世帯に属する者が、市町村民税の賦課期日現在において指定都市（地方自治法第

２５２条の１９第１項の指定都市をいう。以下この項において同じ。）の区域内に住所を有

する者であるときは、これらの者を当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域

内に住所を有する者とみなすものとする。 

４ Ｃ１階層からＣ３階層までにおいて所得割の額を算定する場合には、保護者又は当該保護

者と同一の世帯に属する者が、旧地方税法第２９２条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若

しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるも

の」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻（届出をしていない

が、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた場

合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第１２号中「妻と死別し、若しくは妻と

離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とある

のを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻（届出をしていないが、事実上

婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた場合に同号に

該当する所得割の納税義務者であるときは、旧地方税法第３１４条の２第１項第８号に規定

する額（その者が旧地方税法第２９２条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離

婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるの

を「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻（届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた場合に旧地方税 

法第３１４条の２第３項に該当する者であるときは、同項に規定する額）に旧地方税法第 

３１４条の３第１項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。 

５ Ｄ１階層からＤ６階層までにおける「所得税」とは、所得税法（昭和４０年法律第３３ 

号）、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）及び災害被害者に対する租税の減免、徴

収猶予等に関する法律（昭和２２年法律第１７５号）の規定によって計算された所得税の額

をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 

⑴ 所得税法第９２条第１項、第９５条第１項、第２項及び第３項 

⑵ 租税特別措置法第４１条第１項 

⑶ 租税特別措置法の一部を改正する法律（平成６年法律第２２号）附則第１０条 

⑷ 平成７年分所得税の特別減税のための臨時措置法（平成６年法律第１１０号） 

⑸ 平成８年分所得税の特別減税のための臨時措置法（平成８年法律第１８号） 

⑹ 平成１０年分所得税の特別減税のための臨時措置法（平成１０年法律第１号） 

６ 地方税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第４号）及び所得税法等の一部を改正

する法律（平成２２年法律第６号）により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗

せ部分について、廃止による保育料に与える影響を可能な限り生じさせないよう、第２項か

ら第４項までの規定により計算された所得割の額及び前項の規定により計算された所得税の

額を調整するものとする。 

７ Ｃ１階層からＤ６階層までの世帯において、当該世帯から児童が２人以上入室している場 



 

 

 



合の第２子以降の児童に係る保育料の額は、それぞれ当該階層に掲げる額の５分の４とする。 

 

 



附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

令和３年８月２７日提出 

 

新座市長 並 木  傑 

 

 

提 案 理 由 

放課後児童保育室の保育時間及び保育料を改めたいので、この案を提出するも

のである。 


